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◎新潟海区漁業調整委員会指示第８号 

漁業法（昭和24年法律第267号）第67条第１項の規定により、広域型増殖場における水産動植物の保護育成を図

るため、次のとおり水産動植物の採捕を禁止する。 

ただし、試験研究等のため水産動植物を採捕する旨、海区漁業調整委員会に届出し適当と認めた者については、

適用しない。 

平成24年12月28日 

新潟海区漁業調整委員会 会長 宮島 英雄 

 

１ 禁止海域 

  次に掲げるア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びアの各点を順次結んだ線によって囲まれた海域 

点ア 北緯３７度３０．８７９分、東経１３８度３５．０６９分の点 

点イ 北緯３７度３０．６１０分、東経１３８度３５．７８９分の点 

点ウ 北緯３７度２９．８８０分、東経１３８度３５．５８９分の点 

点エ 北緯３７度２９．４６０分、東経１３８度３６．４８９分の点 

点オ 北緯３７度２８．５８０分、東経１３８度３５．９８９分の点 

点カ 北緯３７度２８．９３０分、東経１３８度３５．３０９分の点 

点キ 北緯３７度２８．５３０分、東経１３８度３５．００９分の点 

点ク 北緯３７度２８．９２０分、東経１３８度３３．５５９分の点 

 

２ 禁止期間 

  平成２５年１月１日から平成２６年１２月３１日まで 

 

出雲崎地区広域型増殖場 

水産動植物採捕禁止区域図 
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